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お陰様で本部、支部共に総会を終了致しました。ですが、再度のお願いです！  

支部運営の円滑化の為に執行部へのご協力もお願い致します！！ 

                           （支部長 稲垣由利子） 
                    

 66 期 総会の結果    ※ 支部：本部ともに無事終了致しました※ 

 ★ 支部発展の上でも多数の方のご意見は貴重です。 

自薦、他薦を問いませんので執行部へのご参加お願い致します。 
    

 厚 生 部   城西ブロック主催：暑気払い開催のお知らせ 

コロナ過でお会い出来なかった他支部の皆様とこの機会にお会いしましょう！ 

 日時：令和 5 年 9 月 5 日（火曜）13：00〜 メトロポリタンホテル 

 同封のパンフレットをご覧いただき皆様のご参加をお待ちしております！！ 

  会費  12,000 円 （ 個人 6,000 円  支部  6,000 円 ） 

★お申し込みは事務所まで  締め切り 7 月 28 日（金）まで 
 

 医療用レンタルウイッグ  ご病気なられてウイッグな必要な方へ 

お客様からウイッグが必要になったが、『どうしたらよいのか分からない』という方が 

多いとお聞きします。下記の会社では、レンタルセミオ－ダ－ウイッグを扱っております。 

ご質問や必要な方は事務所までご連絡お願い致します。 

  (株)レボル 担当 新井 亮さん  

 

 保健所立ち入り検査  今年度はシステム変更作業の為、実施致しません。 

コロナも完全に終息しておりませんし、また季節外れのインフルエンザも増加しております。 

お客様と近い距離で接する仕事ですので、衛生面に充分注意して営業いたしましょう。 

 

 本部からのお知らせ   本年度より顧問弁護士が交代となりました 

お客様とのトラブル、店舗の賃貸借に関する問題で、法律的な相談を希望する場合は 

本部（3370-2131）までご連絡願います。   新弁護士  虎門中央法律事務所 

 

       6 月の月例会は、お休みです。     
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